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今年も多くの会員皆様のご出席を頂き、

誠にありがとうございました。
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「ことだま」とは、一般的には日本におい

て言葉に宿ると信じられた霊的な力のこ

と。言魂とも書く。清音の言霊（ことたま）

は、森羅万象がそれによって成り立ってい

るとされる五十音のコトタマの法則のこ

と。そこで商工会は会員総意のもと支えら

れ、成り立ち、地域経済指導団体の要とし

て「ことだま」を引用しました。

冒頭あいさつを述べる蔵元泰正会長

1) 商工会職員の配置定数減に伴う事業(業務)等見直し改善

2) 会員増強運動の推進

3) 健全な支部組織運営と合併後の支部組織の運営研究

4) ３商工会合併にむけた合併協議会推進と商工会諸事業見直し、環境整備

5) 商工会法５０周年記念事業への参加

6) 広域指導体制による経営革新･農商工連携・地域資源活用事業への積極的支援

7) かごしま中小企業応援センターとの連携

8) 中小企業経営革新パートナー事業との連携

9) 経営指導員による巡回指導体制の強化

〔重点項目〕【2２年度事業計画より抜粋】

知覧町商工会第 50 回通常総会（会員 318 名）

が去る 5月 20 日(木)、173 名出席のもと北部地

区の知覧パラダイスで開催され、蔵元会長は冒

頭のあいさつで、『昨年度末に実施した、頴娃

町・川辺町両商工会との合併に向けたアンケー

ト調査として、あわてず数年後を目指した合併

を望む声が大多数であった。それら会員の意見

を踏まえ合併協議会にて本格的な協議を詰めて

いこうと考える。また本年は商工会法施行 50 周

年の記念すべき年であり、会員満足向上運動な

ど取り組んでいきたいと考える。一昨年の金融

危機勃発により一層厳しくなった経営環境下、

事業者の自主活動、自己創造、自助努力、行動

力は経営者の基本である。商工会は地域の総合

経済団体・指導団体として広域的視野に立った

事業活動と、本来業務である金融・税務・経理・

労働等に関する相談事業に専念できる事務局体

制を構築し、会員のための商工会を目指してい

く為、会員皆様の更なるご協力とご支援をいた

だきたい。』と述べ、議長に源川雅孝氏を選出、

全議案すべて原案通り承認可決されました。
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月 日 曜 行事等（時間・場所） （平成 21 年 6 月 18 日現在）

6 26 土
揖宿・川辺地区商工会青年部連絡協議会主催

プロポーズ大作戦 in フラワーパーク（指宿市）

7 2 金 第 2回理事会（商工会館）

7 16 金 第 1回南九州市地区商工会合併協議会（知覧町）

9 (予定) 商工会女性部九州大会〔主張大会・合同研修会〕（鹿児島市）

9 24 金 知覧ねぷた祭前夜祭運行（はらだ駐車場（西ビル横））

9 25 土 知覧ねぷた祭（知覧まち商店街）

10 31 日 小京都ふるさと祭り（平和公園自由広場）

11 8 月
第 26 回 商工会体育大会

（ゴルフ：知覧カントリー グラウンドゴルフ：平和公園自由広場）

11 中 一日公庫（金融相談会）

※ 7月 17 日に予定されていました「知覧まち祇園祭」は中止となりました。

※ 知覧ねぷた祭り（含前夜祭）実施については、8 月 27 日最終協議にて決定されます。

※ 8月 15 日に予定されていました「第 3回灯ろうを囲む平和コンサートは中止となりました。

※ 今後、各行事日程については変更になる場合があります。今後送られる商工会からのお知

らせ・市報などをご参照下さい。

鹿児島県南薩地域振興局では南薩地域の活力ある地場産業の育成振興

のためコンクール（審査会）を開催いたします。

入賞賞品は県かごしま PR課発行のパンフレットへの掲載や県内外に

広く PR されますので、是非ご応募下さい。

詳細については、商工会窓口に実施要領があります。また、下記 URL

からも参照できます。

申し込み方法

(1)申込書類 南薩地域特産品コンクール応募票

※商工会窓口か http://pref.kagoshima.jp/chiiki/nansatsu/index.html

からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして下さい。

(2)申込先 〒897-0031 南さつま市加世田東本町 8 番地 13

鹿児島県南薩地域振興局 総務企画課 地域振興係

TEL 0993-53-3111 （内線 208～210）

(3)申込方法 郵送または E メール（FAX でのお申込は受付けません。）

E メールアドレス minami-chiiki@pref.kagoshima.lg.jp

(4)申込期限 平成 22年 7 月 9日（金）当日消印有効 期日が迫っていますのでご注意

下さい。

(5)出品料 無料

※応募に当たっては、必ず実施要領をご確認下さい。
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売上の向上や利益の拡大を図るために、経営

の新しい取組みを考えている方や、県の経営革

新の承認を取得し、各種助成制度を活用しよう

と考えている方を支援します。

経営革新は“難しそう”と思われがちですが、

自分の店や会社の経営を向上させたいと思う方

は、全員対象となります。

◆中小企業が経営革新の承認を得ると、どんな効果があるのでしょうか？◆

(1)様々な支援措置 (2)事業の現状や課題がわかる

経営革新の魅力として最もわかりやすいのは、 3～5 年の中長期計画の立案により経営目標

国から「がんばる企業」として公認を受け、様々 が明確化、又業界・マーケットの分析を通じ

な支援措置を優先して受けられるようになります。 自社のポジションや課題がわかります。

①金融面：国金等の特別利率の適用 (3)組織力の向上

無利子の高度化融資制度の活用 経営者自身が計画を紙に落としこむことで

県制度資金の別枠設定 等 計画が目に見えるものとなり経営方針が全社

②税制面：設備投資減税（特別償却の利用等） 員に浸透、士気向上につながり、全社一丸と

同族会社留保金課税の停止措置 等 なって経営目標達成に努力する体制が実現。

③特許面：特許関係料金の半額軽減 (4)業績、対外信用度アップ

④投資面：ベンチャーファンド等からの投資等 目標が明確化するため、業績改善を図りや

⑤販路開拓：展示会への出展案内 すくなります。又新分野への進出により新規

販路開拓の指導・支援 開拓が図れ、売上増大につながります。

⑥国等の中小企業支援策の活用（補助金等） やる気のある企業として公的機関のお墨付

きをもらうことにより、他者評価が向上。

詳しくは、知覧町商工会 もしくは 南薩地域広域指導センター（川辺町商工会内）までお問合せ下さい。

TEL:83-2531 TEL:56-0247 (広域担当：新原指導員)

※ 県商工会連合会に経営革新支援サポーターが 5名配置され、各企業の経営革新承認取得に向け

たお手伝いを行います。原則無料で派遣いたしますのでお気軽にご相談下さい。

県商工会青年部連合会では「商工会法施行 50 周年記念事業」として、上記経営革新承認を取得

する活動「はじめの 1 歩運動」を推進していきます。

6 月 9 日(火)に知覧町商工会青年部・女

性部、南薩法人会知覧地区会青年部会の 3

団体４５名が参加し、「商工会の日」奉仕

作業を行いました。

高所作業車を使って知覧まち商店街街

路灯の清掃、上郡地区の観光バス駐車場の

草刈、県道沿いのゴミ拾い・植込みの草取

りの清掃作業を行いました。

当日は作業途中より豪雨に見舞われ、十

分な作業は出来ませんでしたが「観光のま

ち・知覧」のイメージアップに十分寄与で

きたと思います。

県内各商工会では、毎年6月10日の｢商

工会の日｣を記念して各種のボランティア

活動を行っています。

あなたも、

にチャレンジしてみませんか？
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◆ご利用いただける方◆ ◆こんな時にご活用下さい◆

・従業員 20 人以下（商業・サービス業は 5人以下） ・運転資金（仕入、手形決済、給与・ボーナス支払等）

の法人、個人事業主の方 ・設備資金（工場店舗新築改装、車両･機械設備購入等）

・最近１年以上商工会地区内で事業を行っている方 【申込時の提出資料】

・商工会の経営指導を原則６ヵ月以上受けている方 ◆個人事業主の方◆

・税金（所得税法人税事業税等）を完納している方 ・前年、前々年の確定申告書(控)

・日本政策金融公庫の非対象業種等に属さない方 ・税金の領収書又は納税証明書

◆ご融資の条件◆ ・見積書、カタログ等(300 万円以上の設備資金)

・貸付限度額：1,500 万円 ◆法人企業の方◆

・返済期間：運転資金７年以内、設備資金 10 年以内 ・前年、前々年の決算書

・利率：年１.８５％ (Ｈ22.6.9 現在) ・決算６ヵ月以上経過の場合は最近の試算表

＊平成 20 年度より、生活衛生関係営業（飲食店、 ・税金の領収書又は納税証明書

喫茶店、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業 ・法人の登記薄謄本

美容業、映画・演劇・演芸場、旅館業、浴場業、ク ・見積書、カタログ等(300 万円以上の設備資金)

リーニング業）の方も、運転資金に加え設備資金の ◆商工会、政策公庫による審査があります◆

ご利用が可能となりました。 詳しくは、商工会までお問合せ下さい。

来る 9 月 16 日から新規高等学校卒業予定者の採用選考が始まります。

選考にあたっては、募集者の適正と能力のみを基準とした公正な採用選考を

お願いします。

次の事項については面接での質問、作文等を課すことは、就職差別につながる

おそれがあります。

①本人に責任のない事項（本籍、親の職業や家庭環境等）

②本来自由であるべき事項（宗教、支持政党、尊敬する人物等）

なお、身元調査等も絶対に行わないようにしてください。

まだ求人票を提出されていない場合は、早めの提出をお願いします。

無料で専門家から指導が受けられる

「各種専門家派遣事業」

“かごしま中小企業応援センター”

４月より新たに中小企業の経営力向上を支援する

“かごしま中小企業応援センター”が設置されまし

た。

このセンターは農商工連携・経営革新・事業承

継等の高度・専門的な経営課題に対応する専門

家派遣等を行う事を目的としており、鹿児島県商

工会連合会等県内４経済団体にて組織されてい

ます。

基本的に無料で専門家の指導を受けることが

できますので、お気軽に商工会までお問合せ下さ

い。

“エキスパートバンク事業”

県商工会連合会の登録専門家から

①法律・経営・税務・経理・労働

②ISO・商標・特許・電子入札

③食品加工・商品デザイン

④POP広告・ホームページ作成

⑤着付け・理美容・接遇 など

について専門的な指導を受けられる制度で

す。基本的に無料で利用できますのでお気

軽に商工会までご相談・お申込下さい。
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この制度は商工会の事業として国から認めら

れ，①貯蓄，②生命保障，③融資の３つを組み

合せた商工会員（家族・従業員を含む）のため

の共済制度です。

商工会関係者の福祉の向上や退職慰労金等の

資金，お子様の就学結婚準備資金等，皆様の生

活と企業の安定を図るためのものです。

●加入できる方 商工会員(個人・法人)並びに家族及び従業員

●加入年齢 ６歳～６５歳（被共済者加入時の保険年齢）

●加入口数 被共済者１人当り３０口まで

●加入期間 １０年満期（満期時に更新できます）

●月額掛金 年令・性別に関係無く１口当り２,０００円

●積立金・利息 毎月の掛金から年１回保険料と経費が差し引

かれ、残りが貯蓄積立金となります。

（２年目からは一年定期預金利率で利息がつきます。）

●保険料 集団扱いで割安。（年令・性別により異なる）

●融資について 一定条件の下に低利融資斡旋が受けられます。

＊利率：年０.７％～１.９％ （平成 21年 6 月現在）

＊限度額：積立金の３倍の額まで（積立額範囲内保証人不要）

＊返済年数：生活資金３年、運転５年、設備７年

●一部払出制度 加入期間中であっても、急な出費等の必要に

応じて、積立金の範囲内で払出ができます。
(保険年齢) (モデル５)

●シミュレーション（被共済者 35歳男性･5口加入･貯蓄重視型）

（年利 1.20% 死亡保障 １００万円×５口＝５００万円）

・掛 金：１万円×１２月×１０年＝１２０万円

・諸経費（保険料・事務手数料）：年 3,852 円×5口×10 年＝192,600 円

・満期受取額：１,０６３,５５５円

●保険料部分の損金（必要経費）扱いについて

加入者 被共済者 保険金受取人 保険料の会計処理

法人(会社) 役員・従業員 法人(会社) 福利厚生費

個人事業主 従業員
事業主または

従業員家族
福利厚生費

① 商工会員はもちろん、家族・従業員の方も入れます！

② 1 口月々2,000 円の掛金で貯蓄・融資・保障の３つを実現！

③ 企業には、従業員の福利厚生向上にもお役に立ちます！

毎月の掛金は，その大部分が

貯蓄積立金となり，保険料にま

わる金額はごくわずかです。また

諸経費は極めて少額です。

個々の掛金を集中することに

より大きな資金源ができ，これ

により手続きが簡易な低利融

資が受けられます。

万一の場合は共済金（保険金）

だけでなく，それまで積立てた積

立金の元利金が一緒にもらえま

すから，非常に有利です。

入院給付をつけたい時は…

●集団扱で月々割安な保険料

（年齢・性別によって異なる）

35 歳男性：月２,１７６円

35 歳女性：月２,０８０円

＜保障内容＞

●病気やケガで入院1泊2日～

日額

(22年3月より1万円ﾀｲﾌﾟ新設)

(1 入院 120 日･通算 1095 日まで)

●手術をされたら

万 万 万円

●無事故給付（５年毎に）

円

●加入年齢：満６～６５歳まで

●あんしんの自動更新

●貯蓄共済との同時加入も

あとからの加入もＯＫ！
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新 入 職 員 紹 介
この度 4月 1日付で人事異動がありました。よろしく

お願い致します。

＜転出＞

職 名 氏名 転出先

経営指導員 前山 芳久 志布志市商工会

経営指導員 河野 正文 南大隅町商工会

経営支援員 加治屋恵子 南さつま市商工会

＜転入＞

職 名 氏名 転入先

経営指導員
稲田 幸三

(いなだこうぞう)
加治木町商工会

経営指導員
尾ノ上智宣
(おのうえとものぶ)

県商工会連合会

経営支援員
山下 仁美

(やました ひとみ)
南さつま市商工会

7 月は源泉税の納付期限です

源泉所得税の納期特例を受けている事業

所におかれては、1 月～6 月までの源泉税

納付期日が 7 月 12 日（月）までとなって

います。（特例申請を受けていない事業所

では翌月 10 日までの納付です。）

納期限を過ぎると、

翌年度以降の特例を

受ける事が出来なく

なりますので、納付忘

れの無いよう十分ご

注意下さい。

雇用保険料率表が本年 4月 1日から以下のとおり改定されました。

事業の種類 平成 21 年度 平成 22 年度

保険率 事業主負担分 被保険者負担率 保険率 事業主負担分 被保険者負担率

一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000

農林水産
清酒製造の事業

13/1000 8/1000 5/1000 17.5/1000 10.5/1000 7/1000

建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

雇用保険の適用範囲も変更されています。商工会までお気軽にお問合せください。

小規模企業共済には融資制度がありますが、この融資を受けるためにはお取引のある

金融機関を「登録店」として登録する必要があります。

この登録を行っていない場合、商工中金（鹿児島市）での取り扱いのみとなりますの

で、いざ資金が必要となった場合面倒です。

登録にはハガキ一枚を中小企業基盤整備機構宛て出すだけですので簡単です。

なお、登録については毎年 2 月～7 月までの申出分は 10 月 1 日から、8 月から翌年 1

月末日までの申出分は 4 月 1 日から変更になりますので、当融資制度の活用をお考えの

事業所は早めに手続きをお願いします。

なお書式や詳細については商工会(TEL 83-2531)へお問い合わせ頂くか、インターネ

ットでも確認できます。(http://www.smrj.go.jp/skyosai/customer/037270.html)


